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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
起
業
者
の
名
称

甲
斐
市

二
　
事
業
の
種
類

甲
斐
市
立
竜
王
南
児
童
館
建
設
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
甲
斐
市
大
字
篠
原
字
冷
間
地
内
　
　

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

甲
斐
市
立
竜
王
南
児
童
館
建
設
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
児
童
厚
生
施
設
（
児
童
館
）
の
建
設
事

業
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
「
社
会
福
祉
法
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供

す
る
施
設
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

児
童
福
祉
法
第
七
条
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
は
児
童
厚
生
施
設
を

設
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
児
童
館
の
設
置
運
営
要
綱
（
平
成
二
年
八
月
七
日
付
け
厚
生
省
発
児
第

百
二
十
三
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
、
小
型
児
童
館

の
設
置
及
び
運
営
の
主
体
は
、
市
町
村
等
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
本
事
業
は
、
要
綱
に
規

定
さ
れ
て
い
る
小
型
児
童
館
を
建
設
す
る
事
業
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
甲
斐
市
は
、
本
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号

に
該
当
す
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

甲
斐
市
に
お
い
て
は
、
各
小
学
校
区
ご
と
に
児
童
館
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在

市
内
に
九
箇
所
の
児
童
館
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
本
事
業
は
、
未
設
置
の
小
学
校
区
の
う
ち
、

竜
王
南
小
学
校
区
に
児
童
館
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
当
該
小
学
校
で
は
、
低
学
年
を

対
象
と
し
授
業
終
了
後
に
児
童
館
等
を
利
用
し
て
適
切
な
遊
び
場
等
を
与
え
、
そ
の
健
全
な
育

成
を
図
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
学
校
敷
地
内
に
設
置
し
た
プ
レ
ハ
ブ
内
で
行
っ
て
お

り
、
児
童
等
の
利
用
に
不
便
を
来
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
事
業
を
施
行
し
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
を
含
め
た
各
種
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
児
童
の
健
全

な
育
成
を
図
り
、
そ
の
健
康
を
増
進
し
、
地
域
の
保
護
者
が
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
場
が

確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大

き
い
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
及
び
振
動
に
起

因
す
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
周
辺
に
は
民
家
は
密
集
し
て
お
ら
ず
、
周
辺

環
境
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ

れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

代
替
案
と
の
比
較

本
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
利
便
性
、
経
済
性
、
環
境
等
の
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ

れ
た
三
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す

最
も
適
当
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
　

果
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
　

れ
る
と
と
も
に
、
（三）
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最
も
適

切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
」
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
六
号
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
六
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

十
二
月
六
日

号
外
第
五
十
六
号

月　曜　日



（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

本
事
業
は
、
児
童
館
の
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
及
び
竜
王
南
小
学
校
の
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
早
期
に
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
が
高
い
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
要
綱
等
か
ら
積
算
し
た
施
設
規
模
等
と
し
て
お
り
、
必

要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
馴
染
ま
な
い
た
め
、
収
用
と
す
る
こ
と
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

甲
斐
市
役
所
竜
王
支
所
地
域
課

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
五
十
六
号
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
六
日

二


